
発議案第 １ 号 

 

障害者虐待防止法が規定する通報義務の対象に医療従事者による 

虐待を加えるよう法改正を求める意見書 

 

 標記のことについて、地方自治法第９９条及び会議規則第１３条第２項の規定により、

意見書を提出します。 

 

  令和３年９月２日 

 

                       鎌ケ谷市議会教育福祉常任委員会 

                        委 員 長 中 村 潤 一 

                        副委員長 伊 福 幸 一 

                        委  員 佐 藤   剛 

                             津久井 清 氏 

                             小 易 和 彦 

                             土 屋 裕 彦 

                             勝 又   勝 

 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止

法）に規定する虐待発見時における市町村への通報義務の対象に、医療従事者による虐待

についても加えるよう障害者虐待防止法の改正を強く要望するものです。



障害者虐待防止法が規定する通報義務の対象に医療従事者による 

虐待を加えるよう法改正を求める意見書 

 

 障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律（障害者虐待防止法）

は、障がい者への虐待が障がい者の尊厳を害するものであり、障がい者の自立及び社会

参加にとって虐待を防止することが極めて重要であること等に鑑み、虐待の防止、早期

発見、虐待を受けた障がい者に対する保護や自立の支援、養護者に対する支援などを行

うことにより、障がい者の権利利益の擁護に資することを目的として平成２４年１０月

１日に施行された。 

 この法律では国や地方公共団体、障害者福祉施設従事者等、使用者などに障がい者虐待

の防止等のための責務を課すとともに、虐待を受けたと思われる障がい者を発見した者

に対する通報義務を課しており、障がい者虐待の防止に関する国民の理解は着実に進み、

相談・通報件数は年々増加傾向にある。また、障害者福祉施設に対して虐待防止委員会

の設置など虐待防止のための措置を行うよう求められており、障害者虐待防止法の施行

前と比べて虐待を未然に防ぐための体制整備は格段に進められている。 

 しかしながら、神戸市において精神科病院での卑劣な虐待事件が発覚するなど、看過す

ることができない痛ましい障がい者虐待事件がいまだに発生している。 

 このような虐待事件を未然に防止するためには、同法に規定する虐待発見時における市

町村への通報義務の対象に、医療従事者による虐待についても加える必要がある。 

 よって、本市議会は国に対し、虐待発見時の市町村への通報義務の対象に、医療従事者

による障がい者虐待を加えるよう障害者虐待防止法の改正を強く求めるものである。 

  

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和３年９月２日 

 

千葉県鎌ケ谷市議会 

 

衆 議 院 議 長 大島 理森 様 

参 議 院 議 長 山東 昭子 様 

内 閣 総 理 大 臣 菅  義偉 様 

厚 生 労 働 大 臣 田村 憲久 様 



発議案第 ２ 号 

 

コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 

 

 標記のことについて、地方自治法第９９条及び会議規則第１３条第２項の規定により、

意見書を提出します。 

 

  令和３年９月２８日 

 

                       鎌ケ谷市議会総務企画常任委員会 

                        委 員 長 䭊 山 繁 隆 

                        副委員長 富 田 信 恵 

                        委  員 佐 竹 知 之 

                             森 谷   宏 

                             針 貝 和 幸 

                             松 澤 武 人 

                             三 橋 一 郎 

                             大 野 幸 一 

 

 

 

 

提案理由 

新型コロナウイルス感染症のまん延により、地方財政は来年度においても巨額の財源

不足が懸念される中、地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、医療・介護、子育

て支援、雇用の確保などの対応で財政需要は増大の一途をたどっており、財政需要に見合

う財源確保のため、地方税制の充実確保を強く要望するものです。



コロナ禍による厳しい財政状況に対処し地方税財源の充実を求める意見書 

 

 新型コロナウイルス感染症のまん延により、地域経済にも大きな影響が及び、地方財政

は来年度においても、引き続き、巨額の財源不足が避けられない厳しい状況に直面して

いる。 
地方自治体では、コロナ禍への対応はもとより、地域の防災・減災、雇用の確保、地

球温暖化対策などの喫緊の課題に迫られているほか、医療・介護、子育て支援をはじめと

した社会保障関係経費や公共施設の老朽化対策費など将来に向け増大する財政需要に見合

う財源が求められ、その財源確保のため、地方税制の充実確保が強く望まれる。 
よって、国においては、令和４年度地方税制改正に向け、下記事項を確実に実現され

るよう、強く要望する。 
 

記 
 

１ 令和４年度以降３年間の地方一般財源総額については、「経済財政運営と改革の基本

方針２０２１」において、令和３年度地方財政計画の水準を下回らないよう実質的に

同水準を確保するとされているが、急速な高齢化に伴い社会保障関係経費が毎年度増

大している現状を踏まえ、他の地方歳出に不合理なしわ寄せがなされないよう、十分

な総額を確保すること。 

 
２ 固定資産税は、市町村の極めて重要な基幹税であり、制度の根幹を揺るがす見直しは

家屋・償却資産を含め、断じて行わないこと。生産性革命の実現や新型コロナウイル

ス感染症緊急経済対策として講じた措置は、本来国庫補助金などにより国の責任にお

いて対応すべきものである。よって、現行の特例措置は今回限りとし、期限の到来を

もって確実に終了すること。 

 
３ 令和３年度税制改正において土地に係る固定資産税について講じた、課税標準額を令

和２年度と同額とする負担調整措置については、令和３年度限りとすること。 

 
４ 令和３年度税制改正により講じられた自動車税・軽自動車税の環境性能割の臨時的軽

減の延長について、更なる延長は断じて行わないこと。 

 
５ 炭素に係る税を創設又は拡充する場合には、その一部を地方税又は地方譲与税として

地方に税源配分すること。 

 

 

 

 

 



以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。 

 

令和３年９月２８日 

 

千葉県鎌ケ谷市議会 

 

衆 議 院 議 長 大島 理森 様 

参 議 院 議 長 山東 昭子 様 

内 閣 総 理 大 臣 菅  義偉 様 

内 閣 官 房 長 官 加藤 勝信 様 

総 務 大 臣 武田 良太 様 

財 務 大 臣 麻生 太郎 様 

経 済 産 業 大 臣 梶山 弘志 様 

内閣府特命担当大臣（経済財政政策） 

          西村 康稔 様 

内閣府特命担当大臣（地方創生） 

          坂本 哲志 様 



発議案第 ３ 号 

 

 

義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書 

 

 

 標記のことについて、地方自治法第９９条及び会議規則第１３条第２項の規定により、

意見書を提出します。 

 

  令和３年９月２８日 

 

                       鎌ケ谷市議会教育福祉常任委員会 

                        委 員 長 中 村 潤 一 

                        副委員長 伊 福 幸 一 

                        委  員 佐 藤   剛 

                             津久井 清 氏 

                             小 易 和 彦 

                             土 屋 裕 彦 

                             勝 又   勝 

 

 

 

 

 

 

提案理由 

 子どもたちの健全育成をめざし、豊かな教育を実現させるとともに、子どもたちの教育

環境の一層の整備をめざし、義務教育費国庫負担制度の堅持と教育予算の確保を要望する

ものです。 



 義務教育費国庫負担制度の堅持等に関する意見書  

 

義務教育は、憲法の要請に基づき、子どもたち一人ひとりが国民として必要な基礎的資質

を培うためのものです。教育の機会均等やその水準の維持向上を図る義務教育の基盤づくり

は、国の責務であり、そのために設けられたのが義務教育費国庫負担制度です。 

現在、社会情勢の変化とともに子どもたちを取り巻く教育環境も変化しており、教育諸課

題や安全確保等の課題が山積しています。 

このことから、この制度が廃止されたり、国の負担割合がさらに引き下げられた場合、義

務教育費国庫負担法第１条に明記されている子どもたちの教育の機会均等とその水準の維持

向上という目的に反するばかりでなく、財政負担を地方自治体に課し、厳しい地方財政をさ

らに圧迫することになり、教育格差をもたらすなど義務教育の円滑な推進を阻害するおそれ

も出てきます。子どもたちにとって最善の教育環境を実現していくためには、国が最低保障

として財政的に下支えしている義務教育費国庫負担制度は必要不可欠です。 

よって本市議会は、将来を担い、社会の基盤づくりにつながる子どもたちの健全育成を目

指し、豊かな教育を実現させるとともに、子どもたちの教育環境の整備を一層進める必要が

あることから、義務教育費国庫負担制度の堅持と次の事項を中心として、来年度に向けての

必要な教育予算の確保を要望します。 

 

１ 災害からの教育復興に関わる予算の拡充を十分にはかること。 

２ 少人数学級を実現するため、公立義務教育諸学校の教職員定数を改善する計画を早期 

に策定・実現すること。 

３ 保護者の教育費負担を軽減するために義務教育教科書無償制度を堅持すること。 

４ 現在の経済状況を鑑み、就学援助や奨学金事業に関わる予算をさらに拡充すること。 

５ 子どもたちが地域で活動できる総合型地域クラブの育成等、環境・条件を整備するこ 

と。 

６ 老朽化等による危険を伴う校舎・ブロック塀の改築や、更衣室、洋式トイレ、空調設 

 備設置等の公立学校施設整備費を充実すること。 

７ 子どもの安全と充実した学習環境を保障するために、財政措置を講じること。 

  ８ 感染症に伴う臨時休校等の様々な措置により、児童・生徒が健康面・学習面で不安や 

   ストレスを感じることがないよう財政措置を講じること。 

 

 以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出します。 

 

令和３年９月２８日 

 

                              千葉県鎌ケ谷市議会 

 

提出先 

 内閣総理大臣 菅  義偉 様 

 総 務 大 臣 武田 良太 様 

 財 務 大 臣 麻生 太郎 様 

 文部科学大臣 萩生田 光一 様 


